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貨物車物流の効率化に向け，高規格幹線道路網の整備，物流拠点へのアクセス道路整備等が実施されて

きているが，ドライバー高齢化の進展等を踏まえ，さらなる対策が求められている．一方，道路施設の老

朽化対策として，適切な維持・修繕とともに，劣化への影響が大きい大型車両の通行適正化が必要とされ

ている．従来，我が国では特殊車両通行許可制度により，大型車両の通行適正化が図られているが，海外

諸国では，ITS技術等を用いた通行適正化の取り組みが実施されている． 
本稿では， ITS技術を活用し，貨物車物流の効率化と道路施設の老朽化対策を行う，総合的な大型車両

通行マネジメント施策と施策評価指標を提案する．また，1,600台余りの物流車両のETC2.0プローブ情報

を用いて施策評価指標の算出を試行した結果を報告する．  
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1. 背景と目的 

 

経済，社会のグローバル化に伴い，企業が国家・地域

の枠を超えて拠点立地の選択を図る中で，国内各地域の

活力を維持していくためには，それぞれの立地競争力を

高めていくことが必要である1)．その一環として，立地

競争力強化に寄与すると考えられる物流，中でも，貨物

輸送（重量ベース）の9割以上を担う2), 3)貨物車による輸

送の効率化・円滑化が求められている．そのため，これ

までも三大都市圏環状道路をはじめとする高規格幹線道

路網の整備，国際海上コンテナ積載車両の通行支障区間

の解消，空港・港湾をはじめとする物流施設へのアクセ

ス道路の整備，スマートインターチェンジの整備等によ

る既存高速道路ネットワーク有効活用等の施策が実施さ

れてきている．しかし，社会全体の少子高齢化が進む中

でトラックドライバーの高齢化が進展していること1)，

労働条件が他業種に比較して劣っている2)ため今後は人

手不足が想定されること，燃料油脂コストが長期的には

上昇していること等を踏まえ，さらなる貨物車物流の効

率化・円滑化を図る対策が求められている．  

一方，今後10年あまりの期間において，築後50年以上

経過する橋梁が4割を超える状況にあるなど，我が国で

高度経済成長期に建設された社会資本の老朽化対策は喫

緊の課題であり，維持・修繕の適切な実施とともに，道

路の劣化への影響が大きい大型車両の通行適正化が必要

とされている4)．特に，制限値を大きく超える重量の車

両は，道路施設の劣化に大きな影響を与えるとされてい

る5), 6)ことから，従来，特殊車両通行許可制度が設けら

れ，基準値を超える車両の通行については適正化が図ら

れている．しかし，車両の大型化への対応や，許可手続

きの迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現と，悪

質違反車両に対する 厳罰化による，さらなる通行適正

化が必要とされている5)．  

情報通信技術は近年急速に高度化するとともに，普及

が進み，社会の様々な場で活用されるようになってきて

いる．道路交通の分野においても，特に通信技術の高速
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大容量化に伴い，従来，道路管理者側からの情報提供が

主であった取り組みについても，自動車側情報の収集も

行う双方向化が進められている．例えば，汎用的な個人

情報通信デバイスとしてのスマートフォンは広く普及し，

2014年3月時点で，個人保有率が53％を超えている7)．道

路交通の分野では，これまでも電子料金収受（Electronic 

Toll Collection：ETC）に使われてきた高速大容量の狭域

無線（Dedicated Short Range Communication：DSRC）を，

多様なサービスに用いるITSスポットサービス（現在の

ETC2.0サービス）が2011年に全国の高速道路を中心に導

入され8)，2015年3月末時点で，56万台を超える対応車載

器が普及している．今後，社会に実装されたこれらの情

報通信インフラを，道路交通分野における新たな施策に

活用することが可能な環境が整いつつあるといえる．  

  本論文では，上述の背景を踏まえ，ITS技術を活用す

ることで、貨物車物流の効率化・円滑化と，道路施設の

老朽化対策としての大型車両の通行適正化を同時に達成

していくためのマネジメント施策ついて提案を行う．以

下，2.においてこれまでの大型車両通行マネジメント施

策の取り組みと課題について整理する．3.においては，

大型車両の通行経路把握，車両の重量計測技術，大型車

両の通行マネジメント施策に関する既往の研究について

整理した上で本論文の特徴を明らかにする．4.ではITS

技術を大型車両の通行適正化施策に導入している海外の

事例を分析し，我が国において参考とすべき点を抽出す

る．その上で，5.においてITS技術を活用し，貨物車物

流の効率化と，道路施設の老朽化対策を同時に達成して

いく総合的な大型車両通行マネジメント施策を提案する．

6.では，総合的な大型車両通行マネジメント施策を実施

する上での施策評価指標について提案するとともに，実

験データを基にした指標の算出試行結果を示す． 

なお，本論文における考察，提案等については，筆者

の個人見解を表すものであり，所属する組織の方針，見

解を表すものではない． 

 

 

2.  これまでの取り組み 

 

(1) 道路ネットワーク整備 

貨物車物流の効率化・円滑化を図る上では，都市間お

よび物流拠点間の道路ネットワークの整備を図ることが

有効であり，三大都市圏環状道路をはじめとする高規格

幹線道路網の整備や港湾，空港，物流ターミナル等の物

流拠点へのアクセス道路の整備が進められてきている．

また，国際物流の拡大に伴い国際海上コンテナを用いた

輸出入が大幅に増加したことに対応するため，国土交通

省は2006年に国際海上コンテナ積載車両が積み替えなく

通行できる幹線道路ネットワークの確保に取り組むこと

として，「国際物流基幹ネットワーク」を選定し，通行

支障区間の解消に順次取り組んでいる9)． 

加えて，道路インフラの老朽化が進む現状を踏まえ，

維持管理の効率化等の観点から，規格の高い道路へと大

型車両を誘導する考え方が2013年の道路法改正において

導入されており，後述する大型車誘導区間の指定，追加

が行われている10), 11)． 

 

(2)  特殊車両通行許可制度 

道路法第47条の2にもとづき，大型車両の通行の適正

化を図る目的で，寸法，重量等において一定の基準値を

超える大型車両については，特殊車両通行許可制度を設

けて適切な道路利用を図ってきている12)．表-1に特殊車

両通行許可制度に関して，これまで実施されてきた主な

取り組みを示す． 

 

 

表-1  特殊車両通行許可制度に関する主な取り組み12) 
 

1952年（S27）　道路法の制定

1961年（S36）　車両制限令の制定

・車両諸元の最高限度を制定

　（幅：2.5m，高さ：3.5m，長さ：12ｍ，総重量：20t等）

1971年（S46）　道路法・車両制限令の改正

・特殊車両通行許可制度の導入

・高さの最高限度引き上げ（3.8m）

・セミトレーラ連結車に係る特例の導入

　（総重量最高限度引き上げ：高速自動車国道：34t，

  その他：27ｔ）

　（車長最高限度引き上げ：高速自動車国道：16.5m）

・違反車両に対する罰則の直罰化

1993年（H5）　車両制限令の改正

・車両総重量の引き上げ

　（高速自動車国道及び重さ指定道路：25t）

　（隣接荷重に関する規定の導入）

・トレーラ連結車の総重量、長さ制限緩和

　（高速自動車国道：総重量36t，車長18m）

2004年（H16）　車両制限令の改正

・車高制限の緩和

　（高さ指定道路：4.1m）

・手数料の引き下げ

2004年（H16） オンライン申請システムの導入

2008年（H20）　車両重量自動計測装置の運用開始

2009年（H21）　許可期間の延長（2年→1年）

2013年（H25）　道路法の改正

・大型車誘導区間の指定制度導入

・大型車誘導区間における許可手続き一元化・迅速化

2014年（H26）　大型車誘導区間の指定

・33,830kmを指定、運用開始

2015年（H27）　車両大型化に対応した関係省令等改正

・セミトレーラ駆動軸重の制限値を緩和（11.5t）

・45ftコンテナ等の輸送許可基準見直し（最大18m）
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物流事業者の負担軽減の観点からは，申請事務にかか

る負担を軽減するため，2004年3月からオンライン申請

システムの運用が開始されるとともに，2009年には，そ

れまで最長で1年間とされていた許可期間が2年間へ延長

されている．車両の大型化への対応としては，国際海上

コンテナを積載するセミトレーラ連結車に対する駆動軸

重の緩和や許可上限重量の見直し，重さ指定道路や高さ

指定道路において規制値を超える総重量や車高での通行

に対し許可を不要とする制度変更等を実施してきている．

さらに，2013年に行われた道路法改正を踏まえ，大型車

誘導区間（約33,830km）が指定され，2014年10月から，

当該区間のみを通行する場合は，国が一元的な審査を行

うことで従来20日程度を要していた申請審査・許可発行

を3日程度で実施することが可能としている10)．2015年3

月には，大型車誘導区間の追加指定が行われており，今

後も，順次追加指定が行われていく見込みである． 

一方，取締りの強化の観点からは2008年に自動重量計

測装置の計測結果に基づく指導警告発出の運用が開始さ

れるとともに，2013年には，違反通行を繰り返す事業者

に関し，措置内容を公表する運用が開始されている13)． 

 

(3) 課題 

貨物車物流の効率化，大型車両の通行適正化に向け，

これまで上述の取り組みが進められてきているところだ

が，依然として以下の課題が残されている． 

道路ネットワーク整備については，高規格幹線道路整

備や，物流施設へのアクセス道路整備に関する施策効果

評価，PDCAサイクルの実施が不十分である点があげら

れる．効果評価，および評価に基づくPDCAサイクルの

実施にあたっては，道路整備後の総合的な時間短縮効果，

旅行時間の信頼性向上効果等を，大型車の交通量や，区

間毎の旅行速度，経路選択率等を計測・推計し，整備前

と比較することで可能となるが，物流車両の実際の走行

経路の変化，トリップチェーンとしての時間短縮効果等

については，評価するための適切なデータの入手が難し

く，迅速かつ十分な評価が困難といえる．たとえば，物

流車両を対象とした交通調査としては，全国貨物純流動

調査（物流センサス）や都市圏物資流動調査が行われて

おり，道路交通センサスでも，OD調査の中で貨物車を

対象とした調査が行われている．しかしながら，いずれ

の調査も数年おき（物流センサスでは5年おき）に実施

されており，また，調査日は特定の日（物流センサスで

は3日間）に限定されている．そのため，これらのデー

タを用いて，道路整備による経路変化やトリップチェー

ンの変化について正確な効果評価を行うことは困難とい

える．大型車両の車種，重量，通行経路，交通量につい

て，より密なデータを用いて，物流道路ネットワーク整

備の効果評価を行うとともに，今後の整備および維持管

理の優先順位検討，路上工事計画，災害時の道路復旧計

画策定等に用いていくことが課題と考えられる． 

特殊車両通行許可制度については，これまでも違反車

両に対する取締り強化や申請者負担を減らすような改善

措置が図られてきたところであるが，以下の点で課題が

残されていると考えられる． 

まず，依然として違反者に対する取締りが不十分であ

る点が挙げられる．橋梁設置型の自動重量計測計

（Weigh-In-Motion：WIM）を用いた小林ら14)の調査では，

3つの橋梁において，車両重量が50tfを超える車両が日々

通行しているとの結果が出ており，また，2011年度の国

土交通省の車両重量自動計測装置の計測結果13)からも，

大型車両の33％が，車検証に記された車両総重量を超過

し，かつその軸重が10トンを超過している車両であるこ

とがわかる．すなわち，特殊車両通行許可制度に違反し，

超過重量で走行している大型車両は少ないとはいえず，

通行の適正化を図るためには，これらの違反者に対する

取締りの強化を，厳しい財政事情の下で効率的に実施し

ていくことが課題といえる．しかし，重量計測基地にお

ける引き込み検査は，人員確保・引き込み基地の面積制

約の点で実施回数および同時引き込み台数を大幅に増や

すことが困難であること，基地の箇所が固定であるため，

検査開始後に違法通行車両の回避行動が取られてしまう

こと，遵法車両に対しても負担が増加してしまうこと等

の課題がある．  

一方で，適正利用者に対しては，申請・許可手続きの

さらなる簡素化・迅速化を図るとともに，現在は紙媒体

で交付されている許可証を容易に，随時確認できる仕組

みづくりを進めることで，物流事業者の負担および道路

管理者の許可事務コストの削減を図ることが課題である． 

さらに，橋梁点検結果データや車両走行状況のモニタ

リングデータ等を用いることで，車両の大型化に対応し

た許可基準の合理化，見直し等を図っていくことも，今

後の重要な課題と考えられる． 

 

 

3. 既往の研究 

 

(1) 大型車両の通行経路実態に関する研究 

物流効率化の観点から貨物車の利用経路・道路種別等

を明らかにする試みとして，柴崎ら15)は複数の港湾地域，

首都圏後背圏における路側交通量調査を実施し，時間帯

別交通量や方面別の高速道路利用率等を算出している．

本分析は「点」での調査結果を基にしており，車種毎の

経路情報とあわせ走行経路という「線」の情報を推定す

る手法が課題として残されている．  

ドライバーや物流事業者を対象としたアンケート・ヒ

アリング調査等の結果から海上コンテナ車の走行経路や
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利用道路種別等について分析した例としては，秋田ら16)

の取り組み，関谷ら17)の取り組みがある．小早川ら18)は，

アンケート調査結果と首都高ランプ出口における調査に

より貨物車の待機駐車に関する実態調査を試みている．

また，特殊車両通行許可データを用いた分析としては，

萩野ら19)や鈴木ら20)の取り組みがある．加えて，アンケ

ート調査と特殊車両通行許可データの双方を用いた分析

として、野平ら21)の取り組みがある．アンケート調査は，

いずれも3日間程度で実施されており，60～100事業者か

ら1,000～3,500経路程度のデータを収集するにとどまっ

ている．したがって，道路ネットワーク整備を含め，大

型車両通行マネジメント施策を評価する上では，季節変

動を考慮できていない点やサンプルの数の点で課題が残

されているといえる．また，アンケート調査を用いる手

法は，継続的な施策評価を行う際には，時間的に連続

的・迅速な評価が難しい点についても課題となる．特殊

車両通行許可データを用いた分析は，サンプル数の点で

は，対象とする大型車両を広くカバーできるといえるが，

野平ら21)がヒアリング調査により明らかにしているよう

に実際の走行経路が許可経路とは異なる点が課題となる． 

都市圏で実施される物資流動調査の結果から大型車

両の通行実態や物流拠点立地の分析を行っている研究と

しては，兵藤らの取り組み22), 23)や東京都市圏交通計画協

議会の分析24)があり，約3万事業所から調査票を回収す

る事業所機能調査と大型貨物車走行実態調査を組み合わ

せた調査結果を用いている．兵藤ら22), 23)は大型貨物車と

して特殊大型車両，海上コンテナ車，10トン以上の貨物

車を対象として分析を行っており，道路施設への影響度

を分析する観点では適切に対象が絞り込まれている．し

かし，調査の結果収集できた走行ルートは約600サンプ

ルであること，調査がおおよそ10年に1度と低頻度であ

る点でやはり連続的・迅速な分析実施が困難である点が

課題である． 

アンケート等のSP調査結果ではなく，位置測位等が

可能な車載器を貨物車に設置することで得られる情報を

基に，実際の走行実態を明らかにする取り組みとしては，

京阪神地域において物流事業者21社の貨物車300台に設

置した車載器から1ヶ月間プローブ情報を収集し，道路

利用特性や都市内定期配送の走行実態等を分析した横

田・玉川らの研究25), 26), 27), 28)がある．田中ら29)は，九州地

域において，20台の貨物車にETC2.0車載器を搭載し，1

年あまりの長期にわたり収集されたプローブ情報を用い

て，ボトルネック箇所の推定や事故・災害時等の経路変

更状況の把握等を試みている．実際の走行経路情報を用

いている点，より多くの経路情報を収集・分析できてい

る点で，前述のSP調査結果を用いる研究の短所を補っ

た取り組みといえるが，車両，あるいは実施時期が限定

的であること，対象が地域的に限定されている点で課題

が残されている．さらに大規模にプローブ情報を収集・

分析する近年の取り組みとしては，物流事業者約1,500

社に43,000台程度導入されている通信型デジタル式タコ

グラフを用いてプローブ情報を収集し，経路分析に用い

ることを提案している濱島30)の取り組みがある．また，

柳木ら31)は，物流事業者向けに貨物車用GPS車載器販売，

運行データの収集・管理・最適輸配送管理システムの提

案等のサービスを実施している民間企業が有する，過去

12年分の，日本全国で約6,000台分の貨物車プローブ情報

を用いて東日本大震災による物流への影響を分析してい

る．民間企業のビジネス事業に伴い，継続的に収集され

る大規模なデータを用いている点で，これまでの調査に

比して，サンプル数やデータ収集期間の点で大きな長所

を有しているといえるが，各事業者がサービス提供して

いる物流事業者の特性に偏りが生じている可能性がある

点，各企業が独自に収集しているデータを公的な施策評

価に継続的に使用していくための仕組みが未整備である

点等が課題として残されている． 

その他，特殊な状況下における分析としては，ETC-

ODデータ，車両感知器データを組み合わせて用い，首

都圏高速道路における東日本大震災後の時系列的な大型

車交通流変化について分析を行っている和田ら32)の例が

ある．  

 

(2) 大型車両の荷重に関する研究 

橋梁の疲労要因として大型車両の繰り返し荷重に注目

し，橋梁部材に設置した装置で収集したデータから荷重

を計測するBWIM（Bridge Weigh-In-Motion）を用いて，大

型車両による荷重実態，疲労損傷度を分析する研究が行

われている．例えば小林ら14)は，3橋にBWIMシステムを

構築し，平均で±0.5tf以下の精度を確認した上で，設置

箇所における20tf以上の車両の通過台数等について分析

を行っている．その結果，路線が同一でも主要な幹線道

路を横切ると荷重特性が異なること，路線が異なると交

通量が同じでも20tf以上の大型車混入率が大きく異なる

こと，かなりの数の50tf以上の重量車両が走行している

ことを明らかにしている．小塩・山田33)は国道23号に設

置したBWIMを用いて収集した測定結果を基に，日本鋼

構造協会の疲労設計指針に基づき疲労損傷度を計算し，

疲労損傷の半分以上が大型車両全体の10～20％程度の数

の重量車によって生じていることを明らかにしている．

小塩6)は，国道19号に設置したBWIMを用いて収集した

測定結果を基に，大型車両全体の19％が重量規制値超過

車両であること，車種により重量規制値超過車両の混入

率が異なることを明らかにしている．山田ら34)は，複数

の路線においてBWIMおよび路面設置型WIMを用いて測

定した大型車両の重量計測結果を用いて，各路線の等価

荷重を計算し，路線毎の荷重実態の違いを明らかにして
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いる．高田ら35)は，阪神高速道路の料金所に設置されて

いる軸重計等のデータを用い，車両の大型化・重量化が

進んでいる傾向を確認するとともに，鋼床版の車線・径

間ごとに等価換算軸重を算出し，点検で発見されたき裂

との相関分析を行っている．その結果，すべてのき裂タ

イプにおいて，等価換算軸数との明確な正の相関は認め

られなかったとして，詳細な構造や溶接仕様，車両走行

位置等と等価換算軸数とを包括的に評価する指標の構築

が課題としている．藤本ら36)は光センサーを用いる方式

の新型軸重計について，精度，耐久性等について検証し

ている．いずれの研究も，限られた箇所に設置された

BWIMやWIMで取得したデータを用いて分析を行う段階

にとどまっており，大型車両の通行マネジメント施策に

おける広範な導入・データ活用方法については明らかに

されていないといえる． 

車載型の重量計に関しては，Wakishimaら37)が，大型車

両のCAN情報を用いる方式について，実道走行により

その精度を検証するとともに，路面設置型のWIMによ

る計測値と比較することで，実用化水準にあることを明

らかにしている．また，豪州では，4.(3)で述べるIAP導

入前に，ロードセル方式，エアサス方式計12種類の車載

型重量計の精度検証実験38)を実施し，±2％あるいは±

500kg以内の誤差に収まることを確認している． 

その他に，魚本ら39)は同じような環境条件下にあるコ

ンクリート構造物のデータに対して耐久設計指針におけ

る環境指数の推定に大型車交通量を用い，ニューラルネ

ットワークによる学習を行うことで，大型車交通量がコ

ンクリート構造物の耐久性に及ぼす影響を定量的に明か

にしている． 

 

(3) 大型車両通行マネジメント施策および施策評価に

関する研究 

大型貨物車に着目し，道路施策効果の評価を試みてい

る研究として，静的な道路ネットワーク情報を用いた試

みがある．柴崎ら40)や杉山ら41)は，海上コンテナ車の通

行制約箇所を反映した道路ネットワークを作成し，全国

輸出入コンテナ流動調査データのコンテナ詰め出し場所

―積卸港湾間のコンテナ流動を基にコンテナ車の台数を

推計した値を用いて，通行制約箇所により発生する経済

損失額を推計している．この方法では，対象とする海上

コンテナ車の，施策実施前後の走行実態を適切に反映し

た評価を行うことが困難という点で課題がある 

一方，土屋ら42)は，約8000台の貨物車に搭載された

GPS車載器から得られる，民間事業者のプローブ情報を

用いて，道路プロジェクトの整備効果分析を行い，従来

方法と比較した長所と，課題について明らかにしている． 

先に述べた柳木ら31)の研究同様，民間事業者のプローブ

情報を使用している点で，公的に一貫した施策評価を行

うための方法が課題として残されている． 

 道路施設の維持管理問題を念頭においた大型車両通行

マネジメント施策そのものに関する研究として，今泉・

羽藤43)は，WIMを備えたチェックポイントの概念を基に，

道路管理事業者の費用最小化，物流事業者の配送費用最

小化を図る問題として定式化を行い，課題点等の考察を

行っている．鈴木ら44)は，2011年に導入されたITSスポッ

トシステム（現在のETC2.0システム）と整備済みの車両

重量自動計測装置を活用し，特殊通行許可取得車両の走

行状況を確認する方法を提案している．さらに，特殊車

両通行許可情報を用いて，ITSスポットによりプローブ

情報を収集することが可能な道路延長を計算し，ITSス

ポットの整備箇所数と大型車両の通行経路把握可能水準

の関係を明らかにしている45)．また，金川ら46)は，RFID

や無線ネットワークを用いたアセットマネジメントのた

めの情報収集の仕組みを提案をしている．これらの研究

はいずれも大型車両通行マネジメント施策全体の中で，

具体的にどのように新たな技術・装置等を導入，実装し

ていくかを明確にできていない点で課題が残されている． 

 

(4) 本論文の特徴 

本論文では，既往の研究，海外における導入事例およ

び鈴木ら47)が考察している大型車両通行マネジメント施

策に活用が可能と考えられるITS技術とその課題等を踏

まえながら，ITS技術を活用し，貨物車物流の効率化と，

道路施設の老朽化対策を同時に達成していく総合的な大

型車両通行マネジメント施策を具体的に提案する．筆者

らの知る限り，この二つの目標に対し同時に解決を目指

す総合的な施策の提案を，具体的に行っている例はない． 

また，提案する施策案は，継続的かつ大規模に車両の

通行情報を収集可能なETC2.0システムを最大限活用する

内容であり，期間や対象が限定された情報，あるいは特

定の民間事業者に依存した情報源を利用しない点で，こ

れまでに提案されているものとは大きく異なる． 

加えて本論文では，既往の研究を踏まえつつ大型車両

通行マネジメント施策を評価するための指標案を提案す

るとともに，ETC2.0システムを利用して継続的に収集さ

れている実験データを用いて，指標の算出を試行する．

今後も長期にわたり全国規模で収集可能と考えられる大

型車両のプローブ情報を用いて，大型車両通行マネジメ

ント施策を評価する指標を算出した例はこれまで見られ

ない． 

 

 

4. 海外における事例の分析 

 

(1) 米国における事例 

米国では，州境等に設置された重量計測基地における
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引き込み・静止荷重計測検査が一般的である．しかし，

検査待ち車両による渋滞，物流コストの増加が課題とな

っていたことから，ITS技術を用いた事前スクリーニン

グによる検査回避サービスとして，PrePassサービスが導

入されている48)．大型車両の運行事業者は，PrePassサー

ビスの利用登録にあたり，有効な運行資格要件を満たし

ていることを提示するとともに，米国運輸省の自動車運

送安全局（Federal Motor Carrier Safety Administration：

FMCSA）の安全評点を提出する必要がある．PrePassサ

ービスに参加している事業者の大型車両は，全米各地

（31州）の300箇所以上の重量計測基地において，検査

回避サービスを受けることが可能となる．ただし，検査

回避サービスにおいては，FMCSAの安全評点により，

重量計測基地への引き込み率が変動し，安全評点が低い

事業者ほど，高い確率で重量計測基地へ引き込まれ，計

測を受けることとなっている．年間のべ5千万台（2012

年時点）がPrePassサービスによる事前スクリーニングを

受けており，利用事業者数約68,000者，合計約50万台の

大型車両がサービスを利用している（2015年2月現在）． 

PrePassサービスの実施運営組織であるHELP, Inc.は，有

料道路や橋梁の電子料金収受（ETC）サービスを提供す

るE-ZPassと連携し，PrePass Plusサービスも提供している．

PrePass Plusサービスは，PrePassサービス向けの車載器及

び利用料支払い口座を使用し，E-ZPassの電子料金収受

施設においてETCサービスを利用することが可能なサー

ビスであり，単一の車載器を用いて，複数のITSサービ

スを利用することが可能な，協調ITSの一つの実現例と

いえる． 

 

(2) 韓国における事例 

韓国では，重量計測基地における有人取締りが広く行

われているが，今後，自動重量計測計と車番認識カメラ

を組み合わせた，無人の高速方式WIMの導入が予定さ

れている48)．現在，移動取締チームは，チーム長の判断

により大型車両の走行特性を考慮した取り締まり計画を

立案，実施しているが，今後は設置予定の高速方式

WIMで得られるデータを用いて，全国的な取り締まり

計画を立案する体制が構築される見込みである．さらに，

高速方式WIMで収集されるデータは，舗装管理システ

ム（PMS），交通管理システム（TMS），橋梁管理シス

テム（BMS）においても活用される方針である48)．  

また，韓国では，日本と同様に大型車両の運行する経

路の出発地・目的地，車両の種類・諸元，積載貨物の情

報等を許可申請時に提出することとされており，大部分

の申請には，オンライン申請システムが利用されている．

今後，オンライン申請された場合には，許可発行後に，

申請者自身の許可データを，スマートフォンを用いて確

認することができるような，情報流通の仕組みを導入す

ることが予定されている48)． 

 

(3) 豪州における事例 

豪州では，好調な資源貿易や経済成長を背景としたド

ライバ不足によって，物流車両の大型化・トレイン化が

進んでいる．広大な国土において道路施設，特に橋梁へ

の重量超過車両の影響を効率的に防ぐ観点から，従来の

通行許可制度に加え，Intelligent Access Program（IAP）と

呼ばれる新たな大型重量車両通行管理プログラムの運用

が開始されている48), 49)．本プログラムは任意参加の制度

であり，GPS機能，重量計測機能，通信機能を有する車

載器を利用することで，通行条件に関する遠隔監視およ

び違反時の規制官庁への通知が行われる．一方で，本プ

ログラム参加車両は，規制重量値の増加等，通行条件の

緩和措置を享受することが可能となっている．また，本

プログラムで用いられる車載器は，民間サービスにも利

用が可能であり，公的認証機関による認証を受けたサー

ビスプロバイダーが運行記録作成等の民間サービスと，

通行条件監視の官サービスとを組み合わせて提供する枠

組みとなっている．  

なお，本プログラムで用いられている車載式重量計を

用いた大型車両管理の仕組みは，ITSに関する国際標準

化を行うISO/TC204において，ISO15638（TARV）シリー

ズとして国際標準化作業が進められており，車両重量監

視（part12），重量貨物車両の行政による管理と取締り

（part13）のアプリケーションについても標準化が行わ

れている50)． 

 

(4) 欧州における事例 

欧州委員会では，欧州における道路輸送の安全性と公

平性を図るため，1985年に積載量3.5トン以上の貨物トラ

ックと乗員9名以上のバスへのタコグラフ（アナログ

式）の装着義務化を図るとともに，2006年には，EC規

制No.561/2006を公布し新車へのデジタルタコグラフ装着

義務化を図っている．しかしながら，不正使用や改ざん

等の取締りに多大な費用を要することから，GNSSモジ

ュールを内蔵し，かつ走行中に取締り機関が遠隔でアク

セス可能な路車間通信機能を有するスマートデジタルタ

コグラフの規格化が進められた．これを受けて2014年に

公布されたEU規則No.165/2014 51)では，スマートタコグラ

フ仕様が示され，2018年以降に販売される新車両および

2030年時点における全対象車両への装着義務が規定され

ている．本スマートタコグラフ仕様では，車載型重量計

測装置とデータをやり取りする通信インタフェイスの導

入可能性についても記述されている．したがって，将来

的には，欧州の大型車両メーカが既に市販化を行ってい

る車載型重量計の計測データが，スマートタコグラフに

随時記録されるとともに，取締り機関が路車間通信によ
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り遠隔でそのデータにアクセスし，車両重量を確認する

仕組みが構築される可能性も考えられる． 

 

(5) 各国事例で参考とすべき点の抽出 

海外の導入事例を踏まえ，今後，日本で実施すべき大

型車両の通行適正化施策を検討するにあたり参考となる

と考えられる点を抽出した結果を以下に述べる． 

米国では，車載器を搭載することにより引き込み検査

を回避できるサービスが広く利用されている．さらに，

FMCSAの安全評価点に応じて引き込み検査率を変化さ

せることで，規制値を遵守する優良事業者に対して優遇

措置を与えると同時に，検査の効率化を図っている．我

が国においても，固定式計測基地への引き込み計測を行

う際に，米国の事例と同様に，遵法優良事業者を優遇す

る方法を採用することが有効と考えられる．具体的には，

走行経路履歴や車両重量を確認することが可能な車載器

を搭載している車両は引き込み検査を免除，あるいは検

査実施割合を軽減することにより，遵法優良事業者の優

遇と，計測検査の効率化を同時に実現することが可能と

考えられる． 

韓国では，高速方式WIMを大規模に導入し，移動取

締の効率化を図るとともに，取得データをPMS，TMS，

BMSにも活用していく方針を示している．我が国の直

轄国道上のWIMに関してもその取得データの多面的な

活用を図る点で参考にすべき点があると考えられる．加

えて，韓国では特車許可データをスマートフォンやタブ

レットPCで活用するための取り組みが進められている．

我が国においても，既にオンライン申請によりデジタル

データ化されている特車通行許可経路情報及び通行許可

条件情報を，申請者が容易に活用できるデータ形式で提

供していくことは，短期的に実施可能で，かつ遵法優良

事業者の負担軽減の観点から有益な取り組みと考えられ

る． 

 豪州では，車載型重量計を用いて，行政向けの大型車

両通行マネジメントのためのサービスに加えて，運行管

理や労務管理等の他のサービスを，民間のサービス事業

者が提供し，認証機関がサービス事業者の認証・監査を

行う枠組みを導入している．今後，我が国でも車載型重

量計を導入し，より密な大型車両通行マネジメントを実

施し，合わせて重量規制値の緩和を実施していく際には，

ビジネスモデルの観点から，一つの車載器を多目的に利

用している点を参考にすべきと考えられる． 

 欧州では，装着義務付けを進める通信機能付きのスマ

ートタコグラフに，既に市販化されている車載型重量計

との通信インタフェイスを設けることで，大型車両の重

量を道路管理者側でも把握できる仕組みを構想している．

我が国においても，車載型の重量計を用いたモニタリン

グ方法の導入を検討する際は参考にすべきと考えられる． 

5.  ITSの活用による総合的施策の提案 

 

(1)  基本的な考え方 

貨物車物流の効率化と，道路施設の老朽化対策を同時

に達成していくための総合的な大型車両通行マネジメン

ト施策を検討するにあたり，我が国の既存の大型車両通

行マネジメント施策および海外における事例を踏まえ，

貨物車物流事業者と道路管理者それぞれの行動について

定式化を試みる． 

まず，貨物車物流事業者が超重量の貨物を運搬する際

は、許可を取得し適切な経路を通行する「遵法通行」を

行うか，許可を取得せず任意の経路を通行する「違法通

行」を行うかの、二肢択一を行うものと単純化し，それ

ぞれの選択を行う場合の効用関数の確定項として、式

(1)、式(2)を考える． 

 

CCCCCCC dummykWSRkPCkOCkV  0321
     (1) 

CVVVVVV dummykFCkWSRkOCkV  0321
     (2) 

  
関数確定項　：遵法通行時の効用CV  

関数確定項　：違法通行時の効用VV  

　：許可経路輸送費用COC  

 　：通行許可取得費用PC  

込み検査頻度　：遵法通行時の引きCWSR  

数　：遵法通行ダミー変Cdummy

　：自由経路輸送費用VOC  

込み検査頻度　：違法通行時の引きVWSR

益　：違反時罰金・不利FC  

　：パラメータ，， 0kkk iViC
 

 

式(1)における「許可経路輸送費用：OCC」は，通行許

可を取得可能な通行条件（経路，荷姿）に従って貨物を

運搬するために必要な費用であり，燃料費，人件費，車

両費，道路利用料金，ドライバーへの経路指示を含めた

運行管理費等が含まれるものとする．式(2)における

「自由経路輸送費用：OCV」は，通行経路や積載条件の

制約が無い状態で自由に貨物を運搬するために必要な同

様の費用とする．一般に，通行許可条件に従って貨物を

運搬する際は，軸数の多い車両を利用したり複数の車両

に分載する必要が生じたり，道路構造物強度の観点から

通行が望ましくない区間や折進障害箇所等を避けて迂回

する必要が生じる場合が多く40), 41)，OCCはOCVよりも大

きくなると考えられる．  

式(1)における「通行許可取得費用：PC」は，通行許

可を取得するために必要な費用であり，申請を行うため

の申請資料作成費用，行政書士に対する支払い費用，管
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轄が複数の道路管理者にまたがる経路の許可申請の際に

必要となる申請料等が含まれるものとする．違法通行時

には，通行許可を取得しない，すなわち費用ゼロと考え，

効用関数の説明変数としない． 

式(1)および式(2)における「引き込み検査頻度：WSRC，

WSRV」は，道路管理者が重量計測基地で実施する引き

込み検査の時間的・空間的頻度を表す値である．遵法通

行車両が回避可能な仕組みが無い環境下では、全ての大

型車両は，引き込み検査により一定時間停止させられる

こととなる．引き込み検査頻度が高ければ高いほど，効

用は下がることとなる． 

式(2)における「違反時罰金・不利益：FC」は，違法

通行を行い，引き込み検査，車両重量自動計測装置等に

よる違法通行摘発を受け，罰金の支払い，あるいは違法

事実の公表が行われた場合の，金銭的・社会的な費用で

ある．FCは，道路管理者が実施する取締り活動により

違反通行が摘発される割合（違法通行摘発率）と，摘発

された際の各種不利益（罰金・不利益）とを乗じた値と

なっていると考えられる．遵法通行時には摘発されるこ

とが無い，すなわち摘発率ゼロと考え，効用関数の説明

変数としない． 

「遵法通行ダミー変数：dummyC」は，遵法通行を行

う場合に1，違法通行を行う場合に0とするダミー変数で

あり，上述の説明変数以外の様々な要因の影響をまとめ

て表現するものである． 

一方，大型車両通行マネジメント施策の観点から，道

路管理者が一定の予算制約下で支出する総費用Cは，式

(3)のように定式化することができると考えられる． 

 

EPMB CCCCC     (3) 

 

の道路整備・改良費用　：物流効率化のためBC  

持修繕・更新費用　：管理する道路の維MC  

事務に要する費用　：特殊車両通行許可PC  

用　：違法通行取締り費EC  

 

式(3)における「物流効率化のための道路整備・改良

費用：CB」は，港湾等物流拠点へのアクセス道路整備

や，折進障害箇所の改良等に必要な費用である．「管理

する道路の維持修繕・ 更新費用：CM」は，大型車両が

違法通行する場合には増大する費用である．「特殊車両

通行許可事務に要する費用：Cp」は，許可事務を実施

する上での道路管理者側での申請内容審査・許可証発行

等に要する費用である．「違法通行取締り費用：CE」は，

特殊車両通行許可の遵守状況の確認および違反者の取締

りに要する費用であり，引き込み検査の実施に要する費

用，車両重量自動計測装置の整備・運用費用等である． 

次に，これまでの我が国における大型車両通行マネジ

メント施策が，式(1)～(3)において与える影響を考察す

る．道路管理者はCMを抑制するために特殊車両通行許

可制度を設けるとともに，遵法通行が多くなるように，

式(1)で表されるVCが式(2)で表されるVVよりも大きくな

るよう取り組んできた．具体的には，規制緩和や，CB

を投じて迂回区間・箇所を減じることでOCCとOCVの差

を縮小させたり，CPを投じてオンライン申請システムを

導入したり，許可期間の延長等を行うことでPCを減じ

ている．また，CEを投じて，重量計測基地を整備し引き

込み検査を実施することや，車両重量自動計測装置によ

る違法通行取締りを実施することで摘発率を上昇させる

とともに，違反事実の公表等によりFCを増加させてい

るといえる．しかしながら，3.で概観したように，これ

までは個別の施策を評価するための詳細なデータを収集

することが困難であり，PDCAサイクルによる施策評

価・見直しが不十分であった可能性がある． 

4.で分析した海外の施策事例についても，式(1)～(3)に

おいて与える影響を考察する．米国の事例はITS技術を

用いて，車載器搭載車両のWSRCを大きく低下させ，

WSRVとの差を生じさせることで遵法通行の効用を高め

ているといえる．また，違法通行車両に対する集中的な

引き込み検査が可能となることから，CEを相対的に減少

させることにも成功している．車載器搭載が前提となる

ことから，PCが上昇しているとも考えられるが，利用

する車載器をETCサービスと共用することで，相対的に

PCの増大を抑制している点も効果的であるといえる．

韓国の事例では，CEを投じハイスピードWIMを展開す

ることでFCを増加させる取り組みといえる．加えて，

取得データを移動取締実施計画やPMS，BMSに活用する

ことでCMを減少させる取り組みといえる．特車許可デ

ータの提供により事業者の運行管理費用を減少させる取

り組みはOCCを減少させる取り組みといえる．豪州では，

国土条件からWIMを用いた施策ではCEが過大になると

の判断から，車載型重量計の搭載を条件とした許可制度

を設けている．積載重量の優遇措置を設けることでOCC

を減少させるとともに他のITSサービスと共用できる車

載器を用いることでPCを相対的に低くすることもでき

ている． 

以上の考察を踏まえ，ITS技術によるモニタリングと

組み合わせた形で優遇措置を受けられる制度を新たに設

け，あわせてデータの収集・活用，集中的・効果的な違

反者に対する取締りを実施することで，遵法通行を行う

よう事業者の行動変化を後押しする総合的大型車両通行

マネジメント施策を，以下(2)～(4)で具体的に提案する

とともに，それぞれの具体施策が式(1)～式(3)において

与える影響について明らかにする． 
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(2) 遵法車両の負担軽減・優遇措置 

総合的な施策の一つ目の柱として，特殊車両通行許可

制度において，通信機能を有する車載器等を用いて通行

経路把握が可能な車両に対して，許可申請手続きを簡素

化する優遇措置を新たに設ける．具体的には，既に整備

が進んでいるETC2.0システムの特定プローブ情報収集機

能29), 44)を用いることとし，ETC2.0車載器を装備し個車毎

の許可条件遵守状況についてモニタリングを受けること

を条件に，通行許可制度の簡素化を行う特例制度を設け

る．簡素化の内容としては，現在は個別経路毎の許可申

請・交付の手続きを，一定の道路網，例えば大型車誘導

区間の全体に対して，起終点，および経由地点等を特定

しない形で認める等，大幅に簡素化する．これらの施策

により，ETC2.0車載器の搭載費用を相殺可能な程度，当

該優遇措置を利用する車両のPCを減少させる．加えて，

当該優遇措置に参加し，モニタリングを受けるための

ETC2.0車載器を搭載している大型車両については，重量

計測基地における引き込み検査の対象外とする．これに

より，WSRCをゼロにすることが可能となる．同時に，

引き込み検査対象を，ETC2.0車載器を搭載せず通行モニ

タリングを受けていない車両に集中化・重点化すること

とが可能となるため，CEの相対的な削減とともにWSRV

を増大させることとなる．これらはいずれも遵法通行を

増加させることにつながる． 

なお，現状，ETC2.0車載器は，協調ITS車載器として

安全運転支援や道路交通情報提供等の多様なアプリケー

ションを利用可能であるものの，路側で収集可能な情報

は通行経路情報に限られる．したがって，車両重量につ

いては，鈴木ら44)が提案するような方法により，道路管

理者が自動重量計測装置設置点において収集する情報を，

通行経路情報と統合し，許可遵守状況の確認を行う必要

がある． 

あわせて，大型車通行誘導区間以外についても，許可

に要する期間を短縮するため，主要道路情報のデータベ

ース化の促進，通行許可にかかる審査体制の集約化・効

率化を行う．また，違反実績の無い者に対する許可期間

（現行2年）の延長も検討する．これらにより，PCのさ

らなる減少，CPの削減を実現することができる． 

長期的には，4.(3)で示した豪州における導入事例や

4.(4)で示した欧州のスマートタコグラフと車載型重量計

に関する事例を参考に，常時，通行経路と車両重量のモ

ニタリングが可能となる車載器を搭載することを条件に，

通行経路に対する許可そのものを不要としたり，重量制

限値の緩和を可能とする優遇制度を新たに設けることを

目指す．これにより，PCを大きく減少させるとともに，

OCCを減少させることが可能となり，CPも同時に削減で

きる．なお，車載器による重量計測結果を基に通行モニ

タリングを行う際には，データ改ざん等に対する不正監

視の観点から，必ず路側での重量計測を合わせて実施す

る必要がある．ETC2.0システムと自動重量計測装置を用

いたモニタリングの仕組み作りにあたっては，車載型重

量計の導入時にも活用可能な形での路側装置配備，シス

テム構築を行うよう留意する必要がある． 

 

(3) 違法車両の取り締まり強化 

総合的な施策のもう一つの柱として，老朽化が進む道

路施設への大型車両通行の影響軽減を図るために，特殊

車両通行許可制度に違反する車両，特に重量を大幅に超

過する大型車両に対しては，取締り，指導等を強化する

施策を実施する． 

具体的には，2008年の本格運用開始から7年余りが経

過している既設の自動重量計測装置について，適切な機

器更新や補修を通じ，設備稼働率，データ取得率の向上

を図る．また，異なる道路管理者間で連携し，並行する

道路において同時に引き込み検査を実施することや，違

反車両・事業者に関する情報の共有を進めることにより，

違法車両取締りの徹底を図る．そのうえで，違反を度々

繰り返す違反車両や，大幅な重量基準値超過の違反車両

に対しては，是正指導に加えて告発を積極的に実施する．

さらに，既存の路側計測装置や5.(2)で述べた施策実施に

伴い新たに収集される365日24時間の，車種，重量を含

めた大型車両の通行経路データ，交通量データを有効に

活用し，効果的な位置，時間帯での引き込み検査の実施

や，コードンラインとなるような箇所での自動重量計測

装置の増設，引き込み検査用の重量計測基地の整備，あ

るいは廃止等を進める．これらの取り組みはWSRVおよ

びFCを増大させることとなり違法通行時の効用を減少

させる． 

長期的には，5.(2)で述べた優遇制度の利用割合が高ま

った段階で，4.(4)で示した欧州の事例を参考に，一定規

模以上（車両総重量が20t以上になり得る車両等）の大

型車両に対し，通行経路記録機器，車載型重量計測機器

および通信機能を備えた車載器の設置義務づけを検討す

る．これにより，CEを大幅に低減させることが可能とな

ると考えられる． 

 

(4) データ分析・活用 

既にオンライン申請システムにより電子化されている

許可情報を用い，現在紙媒体で交付されている許可証の

電子情報を各事業者が容易に活用できるような仕組みを

構築することで，スマートフォンやタブレット端末等を

用いてドライバが自らの走行すべき経路の確認を容易に

行うことができるようなサービス52)を実現する．あわせ

て，道路網に対する包括的な許可経路の中で，物流事業

者自身が効率的な運行計画立案を行えるような仕組みを

構築する．これにより，OCCを減少させることが可能と
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なる．また，主要道路情報のデータベース化促進による

審査の自動化，詳細な道路地図を用いた折進時の交差点

審査の自動化を図る．これらの施策実施により，PC，

CPを減少させることが可能となる．  

ITS技術を用いて5.(2)，5.(3)の各施策を実施していくこ

とで，広範囲の大型車両通行データを連続的に取得する

ことが可能となる．また，長期的には，車載型重量計の

導入により，さらに広範囲にわたる通行車両重量のデー

タを用いることが可能となる．このデータを分析・活用

することで，各種の大型車両通行マネジメント施策の評

価を随時実施し，PDCAサイクルを回すことにより改善

を図る．具体的には，合理的な車両重量規制値の見直し

を実施したり，国際物流基幹ネットワーク整備の評価や

大型車誘導区間の追加指定路線の抽出等にあたって必要

となる調査に活用するための方法を確立し，継続的に

PDCAサイクルを回していく．これらの取り組みにより，

OCCの減少，CBの相対的な削減が実現できる．また，同

データを用いて，より効率的・効果的な道路施設の点検，

維持修繕・更新の優先順位の検討に活用する方法を確立

することで，CMの低減を図ることが可能となる． 

  

 

6. 施策評価指標算出の試行 

 

(1) 施策評価指標案 

5.で提案した，ITSの活用による総合的な大型車両通

行マネジメント施策は，実施に伴い大型車両の通行に関

するデータを常時，大規模かつ広範囲に収集することが

可能であり，そのデータを活用し，施策評価を行うこと

で，より効果的な施策の見直し，実施が可能となる． 

短期的に取り組みが可能と考えられるETC2.0システム

を用いた遵法通行車両のモニタリングにおいても，自動

重量計測装置での重量計測結果と組み合わせることで，

表-2に示すような施策評価指標等を算出することが可能

と考えられる． 

例えば，大型車誘導区間利用率として，大型車両が実

際に走行している経路のうち，大型車誘導区間の占める

割合を指標として算出することにより，大型車誘導区間

の設定区間が適切なのかどうなのかを定量的に評価する

ことが可能となる．また，大型車誘導区間外で，走行度

数が高い区間を，大型車誘導区間に設定すべき優先区間

として抽出するとともに，指定後は，追加指定が適切で

あったかどうかについて，即座に評価を行うことも可能

となる．許可内容に違反する車両の数を基に，違反走行

度数を道路区間毎に算出することで，引き込み検査等を

実施すべき箇所を定量的に明らかにすることが可能とな

る． 

また，トリップの発着点に着目して，距離，あるいは 

時間的な迂回率を算出したり，利用道路の階層的な違い

を分析することで，物流効率化の観点から，大型車通 

行が可能な区間となるよう優先的に道路整備を図る箇所

の候補を抽出していくことも可能になると考えられる． 

以下では，国土交通省が実施中の大型車両経路確認実

験により得られたデータを用いて，大型車誘導区間利用

率を試行的に算出した結果を示す． 

 

(2) 大型車両経路確認実験の概要 

国土交通省では，2014年からETC2.0を用いて大型車両

の通行経路を確認する技術について検証実験を実施して

いる．協力モニタ事業者の大型車両に，ETC2.0車載器を 

設置し，特定プローブ情報を収集するとともに，運行日

報を収集して経路確認技術の検証を行っている53)．通常

のETC2.0プローブ情報は，個車を特定することができず，

通行経路を確認することが不可能であるが，本実験では，

特定プローブ情報29)を収集することで，個車の通行経路

を確認・分析している．  

表-2 施策評価指標等の案 
 

（１）大型車両通行モニタリング施策の評価指標

　・大型車誘導区間利用率

　・道路種別利用率

　・道路リンク毎全体走行度数（ランキング）

　・道路リンク毎違反走行度数（ランキング）

（２）道路ネットワーク整備評価

全体評価

　・地域別,道路種別走行量割合

　・走行数・走行長・走行時間（各種統計値）

　・起点/終点分布図

拠点へのアクセス性評価指標

　・方面別走行数・走行長・走行時間（各種統計値）

　・時間圏域図

　・利用経路図（経路選択割合）

　・ボトルネック箇所（ランキング）

地域間・地点間の接続性評価指標

　・経路別利用割合，所要時間，時間信頼性

　・迂回率（時間・距離）

　・階層的道路利用率

　・ボトルネック箇所（ランキング）

環状道路整備効果評価指標

　・大型車両通過率/迂回率

　・環状道路周辺区域アクセス分布

　・都市間/都市内移動率

（３）アセットマネジメント支援のための指標

　・道路リンク/橋梁毎大型車両通行等価軸数

（４）運転状況評価指標

　・連続運転時間，停止時間の統計値

　・待機駐車エリア，待機駐車時間

　・危険運転挙動発生箇所分布  
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2014年11月に収集された，計1,615台のモニタ車両の特

定プローブ情報を基に走行数を算出した結果を表-3に，

車検証情報から車両総重量が20トン以上になりうる車両

の走行数を二次メッシュ毎に表したものを図-1に示す．

2014年11月時点では，ETC2.0車載器からプローブ情報を

収集する路側機は，主に高速道路上（北海道を除く）に

約1,600基が配備されている．しかし，走行データは，

高速道路沿線に限らず広く収集されていることが分かる．

これは，ETC2.0車載器において，プローブ情報が蓄積さ

れ，路側機下を通過時に延長約80km～100km分のプロー

ブ情報をアップリンクすることができる機能によるもの

である． 

 

(3) 評価指標算出の試行 

6.(2)で概要を示した大型車両経路確認実験により得ら

れたデータを用いて，大型車誘導区間利用率の算出を試

行した．ETC2.0システムにより収集した車両総重量20ト

ン以上（車検証情報）の大型車両特定プローブ情報を，

すべてデジタル道路地図（DRM）上の道路ネットワー

ク上にマップマッチングし，DRMリンク属性から，対

象車両が通行した道路区間の総延長および大型車誘導区

間として指定されている道路区間等の通行延長を算出し，

大型車誘導区間利用率を算出した．道路区間種別の利用 

 

 

率算出結果を表-4に示す．大型車誘導区間利用率は

91.0％であった． 

 

 (4) 考察 

大型車両経路確認実験により得られた実験データを用

いて算出を試行した大型車誘導区間利用率は約91％と高

い値であった．この結果からは，大型車誘導区間の指定

状況は，大型車両が通行する道路区間をおおよそカバー

する形であり，妥当な状況とみることができる．このよ

うな指標を算出することで，残りの9％程度の道路区間

については，個別に確認し，沿道状況から大型車を誘導

すべきではない区間なのか，道路改良により大型車誘導

区間に追加指定し，物流効率化を図る区間なのか，調

査・検討を実施していくことが可能となる．また，大型

車誘導区間の追加指定を行った後，追加指定前後の大型

車誘導区間利用率を比較することで，追加指定の効果を

定量的に評価することも可能となる． 

 今回の試算では，大型車両経路確認実験により得られ

た実験データを用いたため，車両の車種，発着地点，通

行経路等に偏りが存在すると考えられ，この結果をもっ

て施策評価を行うことはできないが，5.で述べた総合的

な大型車両通行マネジメント施策を実施する中で，

ETC2.0車載器を用いた優遇施策を実施，普及展開するこ

とができれば，より多くの大型車両から通行経路に係る

情報を収集し、通行実態に近い評価指標の算出を行うこ

とが可能になると考えられる． 

 

 

7. おわりに 

 

本論文では，我が国におけるこれまでの大型車両通行

適正化施策の取り組みと課題について整理した上で， 

ITS技術を大型車両の通行適正化施策に導入している海

外の事例を分析し，我が国において参考とすべき点を抽

出した．その上で，大型車両の選択行動（遵法通行・違

法通行）および道路管理者の大型車両通行マネジメント

施策に関する費用の定式化を行い，それらを踏まえて

ITS技術を活用し，貨物車物流の効率化と，道路施設の 

 

表-3 収集データの概要 
 
収集期間

車両総重量 8トン未満 8～20トン 20トン以上

車両台数 116 642 857

走行数 3,077 16,659 24,157

※走行数は120分を分割閾値として算出

2014年11月1日～30日

 
 

図-1 走行数（車両総重量20トン以上） 

表-4 道路区間種別走行率の試算結果 
 

走行延長（km） 利用率（％）

大型車誘導区間 4,941,085 91.0%

高速道路 68,401 1.3%

一般国道 101,578 1.9%

主要地方道 143,749 2.6%

都道府県道 71,845 1.3%

その他 104,514 1.9%

5,431,171 100.0%

区

間

外

合計
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老朽化対策を同時に達成していく総合的な大型車両通行

マネジメント施策を提案した．さらに，総合的な大型車

両通行マネジメント施策を実施する上での施策評価指標

について提案するとともに，一例として，実験データを

基にした大型車誘導区間利用率の算出例を示した． 

以下に，今後取り組みが必要な課題について述べる． 

 

 (1) 技術面での課題 

本論文で提案したITS技術を用いた遵法車両への優遇

措置を迅速かつ広く普及するためには，既に路側装置の

普及が進んでいるETC2.0システムおよび自動重量計測装

置を用いることが妥当と考えられ，そのための技術的方

法について，筆者らが提案している方法44)について，多

様な車種，地域に対する適用性検証が必要といえる．ま

た，将来的には車載型の重量計を導入していくため，計

測方式・機器の研究開発・検証が必要であるとともに，

車載型重量計の計測結果を，路側の重量計測装置の計測

結果と照合・比較することで不正検知や機器故障を発見

していくための方法について，検討・検証が必要である． 

 違法車両への取り締まり強化に向けては，安価に導入

が可能な重量計測装置の開発，効果的な設置箇所の決定

方法の確立が課題といえる． 

 データの分析・活用に向けては，大量データを迅速に

分析・処理する技術はもちろんのこと，得られる大型車

両プローブ情報，重量計測結果について異常値を排除す

る方法や情報が収集できない路線への拡大方法，異なる

機器で得られた情報を一元的に分析対象とする方法につ

いて確立することが課題と考えられる．また，実際に継

続的に収集しているETC2.0大型車両プローブと車両重量

自動計測装置のデータを用い表-2に示した様々な指標の

算出を試行することにより，3.に示した従来の分析方

法・結果との比較・検証を行うことが課題と考えている． 

本論文では遵法通行車両と違法通行車両それぞれの効

用関数を想定するとともに，道路管理者の総費用につい

て定式化を行うことで，提案する施策の意味合いを考察

した．収集されるビッグデータを基にした施策の評価と

は別に，施策効果の因果関係を明らかにする観点からは，

観測可能な説明変数を用い，実際の選択行動から効用関

数のパラメータ推定・検定を行い，仮定した各説明変数

が適切であったか否かを確認することが課題として残さ

れている．また，遵法通行，違法通行の効用関数におけ

る各説明変数と，予算制約下にある道路管理者の総費用

との関係性を明らかにできていない点も課題として残さ

れている． 

 

(2) 制度面・運用面での課題 

本論文で提案した総合的な大型車両通行マネジメント

を実施していくためには，道路法に基づく現行の特殊車

両通行許可制度を改めていく必要が生じる．特に，車載

型の重量計を用い，事前の許可取得を不要とする枠組み

の導入にあたっては，抜本的な制度改正が必要となる． 

また，本論文では検討ができなかったが，道路管理者

間における大型車両プローブ情報や重量計測値の共有に

あたり，個人情報保護，営業秘密保護等の観点を踏まえ，

適切な運用方法について検討が必要である．さらに，公

共の設備により取得される大型車両プローブ情報や重量

計測値を，学術的な研究，あるいは広くオープンデータ

として活用していくためのデータ管理・運用方法につい

ても課題と考えている． 
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PROPOSAL OF A MANAGEMENT FRAMEWORK OF HEAVY VEHICLES’ 
TRAFFIC USING ITS TECHNOLOGIES 

 
Shoichi SUZUKI, Takahiro TSUKIJI, Yukio SHIKATANI and Hiroshi MAKINO 

 
It is required to make truck freight more efficient in addition to conventional approach such as road 

network constructions, recognizing economic globalization and aging society in Japan. Simultaneously it 
is necessary to take measures preventing road infrastructure deterioration due to heavy vehicles' load ex-
ceeding design limit. Some countries in the world have taken innovative heavy vehicles' management 
measures using Intelligent Transport Systems (ITS) technologies. 

This paper propose a holistic management framework of heavy vehicles' traffic using ITS technologies 
aiming both improvement of truck freight efficiency and prevention of road infrastructure damage caused 
by heavy vehicles’ load. Besides, evaluation index for the management framework are proposed and an 
example of result of index calculation based on experimental data are reported.  
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